[bookmark: _GoBack]市民協働事業提案制度 提案シート
※提案書に添えて、甲賀市市民活動推進課に提出してください。
１　事業名称
	〇事業名称は、誰にでもわかりやすいものとなっていますか。
	はい
	いいえ



２　応募団体の資格
	〇下記に掲げるいずれの要件も満たす市民活動団体ですか。
（※個人は対象としません。）
（※自治振興会についても、別制度を設けているため、対象団体とはしません。）
	はい
	いいえ



	【応募資格】
	チェック欄

	①活動拠点が市内にあること。
	

	②構成する会員が５人以上いること。
	

	③国および他の公共団体でないこと。
	

	④団体の運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。
	

	⑤協働事業の連絡責任者が特定できること。
	

	⑥宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
	

	⑦特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
	

	⑧暴力団又は暴力団員、若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
	

	⑨その他公序良俗に反する団体でないこと。
	



３　事業の目的
	〇設定した目的は、市内の多くの人の困り事・悩み事の解決をめざすためのものですか。または市民の多くの人が共感できるものですか。
	はい
	いいえ

	〇受益者は市民となっていますか。特定の人だけ、特定の団体だけに利益がおよぶものではないですか。
	はい
	いいえ



４　協働について
	〇行政との協働により課題解決に向けた取り組みが可能と考えられますか。
	はい
	いいえ



	〇行政の担当課（関係機関）にとっても、提案事業を協働で行うことがメリットにつながると思われますか。
	はい
	いいえ



５　事業内容・役割分担について
	〇対象にならないような事業となっていませんか。
	はい
	いいえ



	【対象外となる事業】
	チェック欄

	・収益を関係者で分配するような営利を主たる目的とするものでないこと。
	

	・特定の個人や団体のみの利益に関わるものでないこと。
	

	・政治、宗教、選挙活動に関わるものでないこと。
	

	・施設等の建設や整備を目的とするものでないこと。
	

	・地区住民の交流行事等の親睦会的なイベントでないこと。
	

	・国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に対して既に助成等を受けている事業、または受ける予定のある事業でないこと。
	

	・事業予算の見積もり等が不適切な事業でないこと。
	

	・法令・条例等に反するものでないこと。
	

	・自治振興会事業でないこと。
	

	・その他公序良俗に反するものでないこと。
	



	〇事業の趣旨・目的に合った事業内容（取り組み内容）になっていますか。
	はい
	いいえ

	〇担当課をはじめ他団体（社協など）と協働するにあたり、役割分担はできていますか。
	はい
	いいえ



６　実施計画（時期・事業内容・参加者数）
	〇対象事業期間は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとなっていますか？
	はい
	いいえ



	〇何を、いつまでに、どのような状態にしたい・　するという計画はされていますか。
	はい
	いいえ



	〇継続的に多くの人の参画・協力が求められる内容ですか。（単に物を購入することや、単に施設を整備することが、主だった事業内容にはなっていませんか。）
	はい
	いいえ



	〇実施する事業内容は、継続性のあるものですか。市民協働事業提案制度を離れた後の事業展開は考えておられますか。
	はい
	いいえ



	〇市民活動団体の特性を効果的に生かすことができる事業ですか。
	はい
	いいえ



　　　　　　　※前年度から継続事業として提案されている場合
　　　　　　　　　（継続事業のみ回答してください。）
	〇複数年で実施しないと目標が達成できないと考えられますか。
	はい
	いいえ



　　　　　　　　　（継続事業のみ回答してください。）
	〇前年度の反省点をふまえた計画となっていますか。
	はい
	いいえ



７　収支計画
	〇支出対象経費は、下記一覧に該当するものですか？
	はい
	いいえ


【支出対象経費一覧】全ての支出において、提案事業を実施するために必要な費用のみです。 
	支出科目（例）
	内　　　容
	注意事項

	人件費（賃金・報酬）
	提案事業を実施するにあたり必要な人件費
	時給単価820円以内

	報償費
	講習会・研修会等の講師への謝礼、調査・研究等に係る費用など
	講師：5,000円（1回）
大学教授：12,000円（2時間程度）

	旅費
	研修等に要する交通費、講師・指導者等事業に必要な交通費
	車賃額は13円/ｋｍ
市旅費規程に基づく

	需用費
	事業に直接必要とされる文具類等の購入費（一点が10,000円未満）・印刷用紙、ポスター・パンフレット等のコピー、印刷など
	

	光熱水費
	電気使用料・水道使用料・ガス使用料など
	

	通信運搬費
	郵便料（切手・はがきなど）、電話代、宅配便代など
	電話代は活動に要したことがわかる明細（電話会社の明細書）必要

	広告料
	事業実施の開催告知などを新聞・雑誌等で広告するための経費
	

	手数料
	振込み手数料
	

	保険料

	ボランティア保険料など
	当該事業以外の事業に関する保険は対象外

	使用料及び賃借料
	会場使用料、物品等の借用料
	事務所の施設使用料は対象外

	原材料費
	物を生産するための原料または工作のために消費される物品購入費
	

	その他
	上記の科目によりがたい経費については、別途任意に記載してください。協議のなかで調整をさせていただきます。
	



	〇支出経費に下記の対象外経費は、含まれていませんか？
	はい
	いいえ


　　　　
	【支出対象外経費一覧】　
	チェック欄

	■スタッフ・参加者・講師への飲食代（食事・弁当・茶菓代など）
	

	■商品券等金券の購入代金
	

	■記念品等の購入代金（イベント参加者への賞品・景品など）
	

	■家賃（敷金・礼金等を含む）
	

	■不動産の取得・造成・補修・改装に関する経費
	

	■団体の経常的な運営に関する経費（事務所の光熱水費等）
	

	■団体の基盤強化のための経費（NPO法人への登記登録経費など）
	

	■領収書等により、実施団体が支払ったことを明確に確認できない経費
	

	■備品購入費
	


※提案事業以外に係る管理運営費・人件費・事務所経費等は対象外となりますのでご注意ください。
※なお、市との協議の結果、事業経費等が修正される場合があります。

	〇市が負担する金額に１，０００円未満の端数はありませんか？
	はい
	いいえ


※市が負担する額に、１，０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。　　　　　　　　　 
また、原則として、事業の実施にあたり市が負担する経費は負担金として実施団体にお渡しします。     
※事業終了後に交付済みとなった負担金に残額が生じた場合は、精算し、返金していただくこととなります。

	〇受益者に負担を求めるべきものは、参加費等を収入として見込んでいますか。
	はい
	いいえ



８　事業完了後の地域の姿（期待される結果・波及効果）
	〇これからの予想・推移などの見込みをされていますか。
	はい
	いいえ


９　その他
	〇下記の提案書類は全て揃っていますか。
	はい
	いいえ


  　　　　　
	【提出書類】　
	チェック欄

	・市民協働事業提案書＜様式第１号＞
	

	・市民協働事業提案企画書＜様式第２号＞
	

	・実施スケジュール＜様式第３号＞
	

	・市民協働事業提案収支予算書＜様式第４号＞
	

	・団体の概要書＜様式第５号＞
	

	・定款・会則等
	

	・会員名簿
	

	・団体の直近１年間の事業報告・決算書
	

	・その他参考資料（会報、パンフレット等）
	

	・提出シート（※この書類となります。）
	



１０　協働担当課との協議
	〇協働担当課（室）の所属長の意見・署名・押印をもらってください。
	（協働担当課所属長 意見）




	
	（協働担当課所属長 署名・押印）
　                          課（室）

                                               ㊞



　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

